
 

 

２０２０年 ７月 １日  

四 国 電 力 株 式 会 社 
 

伊方発電所 保安規定（第８章 施設管理）ATENA標準案との差異について 

 
伊方発電所 保安規定のうち第８章 施設管理に関して、ATENA標準案との差異（設計管理お

よび作業管理の記載場所）の理由について、以下のとおり説明する。 

 

１．これまでの経緯 

 第１９回検査制度の見直しに関するＷＧ（以下、ＷＧ）（２０１８年７月２日）におい

て、それまでの第１５回ＷＧ（２０１８年２月２６日）等での議論や第１８回ＷＧでＮ

ＲＡ殿より提示された保安措置ガイドイメージを受け、設計管理、作業管理および事

業者検査は、個別条文としてその実施内容を示すことを基本方針として、ATENAより提

示していた。（添付資料－１ 左列参照） 

 これは、事業者が保守管理活動のベースとしてきたJEAC4209と、記載順や記載程度を

合わせることを意図していた。 

 ただし、保安規定は各社ごとの業務プロセス等に応じて記載するものであることから、

記載案の一例として示していた。 

 

 

２．ATENA標準案との差異（変更理由） 

 弊社の記載では、「保全の実施」にあたって実施する設計管理および作業管理を個別条

文として呼び込むのではなく、直接、「保全の実施」の項目のなかに記載することとし

ている。（添付資料－１ 右列参照） 

 どちらの記載でも運用は変わらないものの、「保全の実施」にあたって実施する設計管

理および作業管理の実施行為を当該記載箇所で把握できるよう、「保全の実施」のなか

に記載することで、現場の保安規定ユーザーが読みやすいように弊社個別に記載場所

を変更したものである。 

 ATENA標準案との差異は記載場所のみであり、内容に差異はなく、弊社内での読みやす

さだけを意図した変更であることから、変更内容は妥当である。 
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添付資料 

１．ＡＴＥＮＡ標準との比較（第８章 施設管理）抜粋 
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1
)
原
子
力

部
門
は
、
６
．
で
定
め
た
保
全
計
画
に
し
た
が
っ
て
保
全
を
実
施
す
る
。
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力
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Ｎ
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２
に
よ
る
設
計
管
理
お
よ
び
第
Ｎ
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３
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第
Ｎ
条
の
２
 
原
子
力
部
門
は
、
原
子
炉
施
設
の
工
事
を
行
う
場
合
、
第
３
条
７
．
３
の
適
用
対
象
と
な
る
、
設
備
、
施
設
、

ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
に
関
す
る
新
た
な
設
計
又
は
過
去
に
実
施
し
た
設
計
結
果
の
変
更
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す

る
。
 

２
 
原
子
力
部
門
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、
前
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に
お
い
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３
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７
．
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適
用
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対
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な
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判
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し
た
場
合
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工
事
対
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設
備
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原
設
計
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適
用
す
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力
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門
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，
原
子
炉
施
設
の
状
況
を
日
常
的
に
確
認
し
，
偶
発
故
障
等
の
発
生
も
念
頭
に
，
設
備
等
が
正
常
な
状

態
か
ら
外
れ

，
ま
た
は
外
れ
る
兆
候
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
，
適
切
に
正
常
な
状
態
に
回
復
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
，
本
項
及

び
第
１
３
条
に
よ
る
巡
視
点
検
を
定
期
的
に
行
う
。
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力

部
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保
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の
結
果
に
つ
い
て
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録
す
る
。
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実
施
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(
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検
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し
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等
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発
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も
念
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に
，
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備
等
が
正
常
な
状
態
か
ら

外
れ
，
ま
た
は
外
れ
る
兆
候
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
，
適
切
に
正
常
な
状
態
に
回
復
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
，
巡
視
点
検
を
定
期
的
に
行
う
。
巡
視
点
検
に
は
第

1
3
条
に
定
め
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巡
視
点
検
を
含
む
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(
3
)

組
織
は
，

保
全
の
結
果
に
つ
い
て
記
録
す
る
。
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載
の
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確
化
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